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イノシシと遭遇した場合 

～ イノシシにご注意ください！ ～ 
近年、イノシシが山間部だけでなく、住宅地や路上等に出没するケースが増えています。 

   イノシシと遭遇した場合は、身の安全を最優先に考えて行動してください。 

 

 

 

 １．イノシシに近づかない 

   大人のイノシシは体重が１００㎏を超え、時速４５㎞で走ります。オスには鋭い牙があり、

人に向かってくると非常に危険です。 

   目が合ってしまったときは、背中を見せずにゆっくりと後ずさりしてください。 

  

 ２．エサを与えない 

   イノシシは嗅覚に優れていて学習能力も高いため、人間が食べるおいしい食べ物の味に執着

してしまいます。生ごみ等は放置せず、適切に処分しましょう。 

 

 ３．イノシシを刺激しない 

   大声を出したり、物を投げたりすると、かえって興奮してしまい襲ってくることがあります。 

    

 

松田町では、「神奈川県イノシシ管理計画」や「松田町鳥獣被害防止計画」に基づき、イノシシ等

の有害鳥獣被害防止対策に取り組んでいます。 

 

 

 

    〇有害鳥獣の捕獲 

    〇広域防護柵の維持・管理 

    〇猟友会と農家の協力体制 

 

 

 

 

〇狩猟免許取得費補助金 

〇有害獣防止柵材料費補助金 

＜助成制度＞ ＜対策事業＞ 

イノシシやシカなどが住宅地等へ出没した場合は、被害情報（住宅敷地の掘り起こし、食害、

危険を感じた、人身被害など）を下記までご連絡ください。また、農地での被害情報も受け付け

ています。 
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